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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にともなう登校日の変更について（お知らせ） 

 

 

平素は、本校教育活動にご理解とご協力を賜りましてありがとうございます。 

 

さて、このたびの学校臨時休業期間中の登校日につきまして、本校では学年ごとに週一 

 

日の登校日を設定して参りました。今後の登校日につきまして、滋賀県知事より県民の 

 

行動を１／５に削減することを目指す「滋賀１／５ルール」が提唱されたことを受け、 

 

下記のとおり、登校日の変更を行いますのでご承知いただき、ご協力をいただきますよ 

 

うお願いいたします。 

 
 

記 
      
 
    変更点 ４月２７日（月）～５月６日（水）まで、登校日を設定しません。    

《１年生の４月２８日（火）登校日は、休業日とします。》 
《２年生の５月 １日（金）登校日は、休業日とします。》 
《３年生の４月３０日（木）登校日は、休業日とします。》  

 
          


